
別紙資料２ 

分別解体等・再資源化等〔建設リサイクル法の対象建設工事〕 

１．本工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成１２年法律第１０４号。以下「建設リサイクル法」

という。)に基づき、分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。 

なお、本工事のおける分別解体等・再資源化等については、以下の積算条件を設定しているが、工事請負契約書

「６ 解体工事に要する費用等」に定める事項は契約締結時に発注者と請負者の間で確認されるものであるため、

発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。 

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものと

する。 

 

①分別解体等の方法 

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法 

工程 作業内容 分別解体等の方法(※) 

①  仮設 仮設工事     □ 有 ■ 無 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

②  土工 土工事      □ 有 ■ 無 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

③  基礎 基礎工事     □ 有 ■ 無 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

④ 本体構造 本体構造の工事  □ 有 ■ 無 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑤ 本体付属品 本体付属品の工事 □ 有 ■ 無 
□手作業 

□手作業・機械作業の併用 

⑥ その他 

(ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ) 
その他の工事   ■ 有 □ 無 

□手作業 

■手作業・機械作業の併用 

※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。 

②再資源化等をする施設の名称及び所在地 

特定建設資材廃棄物 

の種類 
施設の名称 所在地 

アスファルト 丸太建設(株) 茨城県稲敷郡美浦村木原 1884-8 

   

   

※上記②については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。 

なお、請負者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。 

ただし、現場条件や数量の変更等、請負の責によるものではない事項についてはこの限りでない。 

 

③受入時間 

   

④その他 

 

２．請負者は、分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第１８条に基づき、以下の

事項を書面に記載し、再資源化報告書(別添様式１)により監督員に報告するものとする。 

 

○再資源化等が完了した年月日 
○再資源化等をした施設の名称及び所在地 
○再資源化等に要した費用 

 

その他 

工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件によりがたい場合は、監督員と協議するものとする。 


